
エアコン

令和8年5月1１日(月) ～ 令和9年2月15日(月)必着 （土日祝日除く）

〒818-0125

太宰府市五条三丁目1番1号 いきいき情報センター1階

太宰府市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係

TEL：092-929-3210

受付時間：平日8：30～17：00

■申請受付期間・場所

■補助金額 ※申請は1世帯につき1基限り

※申請受付額が予算額に達した時点で受付を終了します。

■補助対象者 ※①～➄の全てに該当する人が対象です

①65歳以上（令和８年3月末日時点）のみで構成される世帯の人

②太宰府市に住民登録がなされている人

③市税を滞納していない人

④令和８年4月1日以降に購入したエアコンを市内の自宅に設置した人

➄令和7年度太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金を受給して

いない人

令和８年度

【問い合わせ・申請書送付先】

太宰府市高齢者世帯物価高騰対応エアコン購入費補助金

の購入費を助成します！

65歳以上のみの世帯対象

補助対象経費(税抜)の半額 （上限30,000円）
※1,000円未満切捨

※補助対象経費はエアコンの購入費、設置等の工事費、買い替えに伴う家電リサイクル費用

■補助対象エアコン ※①～③の全てに該当するエアコンが対象です

最大

3万円

①天井、壁または窓枠に固定して設置するもの

②新品かつ未使用のもの

③令和８年4月1日～令和９年2月15日までに購入し、自宅に設置したもの

詳細はホームページ

にも掲載しています。

補助金ホームページ

受付場所 ５月11日(月)～5月15日(金） 市役所３０１会議室 （9時～16時30分）

※５月18日(月)以降 いきいき情報センター１階地域包括支援センター前受付

市では、高齢者世帯の熱中症による健康被害の予防と、物価高騰

による家計負担の増加を支援することを目的として、予算の範囲

内で、エアコン購入費の一部を補助します。

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」活用事業


